
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4-1 みえエコ通勤デーについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



みえエコ通勤デーについて 

 

１ 「みえエコ通勤デー」の概要 

平成 26年度に事業者アンケートを行ったところ、企業が実施している地球温

暖化防止のさまざまな取組がある中、「マイカー通勤の削減取組」が最も低い状

況でした。このため、マイカー通勤者がバスを利用した際に割引となる制度を

検討し、三重県バス協会と連携して「みえエコ通勤デー」の取組を平成 27 年 9

月 30日から開始しました。 

毎週水曜日の「みえエコ通勤デー」に、マイカー通勤者が「エコパ（みえエ

コ通勤パス）」を持って路線バスで通勤すると、バス運賃が半額となります。 

また、三重県警から呼びかけのあった、伊勢志摩サミット期間中の「公共交

通機関の利用」「マイカー利用の自粛」を促進するため、平成 28年 5月 25日か

ら平成 28年 5月 28日に「みえエコ通勤デー」を特別実施しました。（この期間

は水曜でなくとも、「エコパ」所有者のバス運賃が半額となります。） 

 

２ 「エコパ」の発行状況 

（１）「エコパ」所有者数（平成 29年 1月 18日現在） 

402名（うち県職員 91名） 

（２）「エコパ」申請者数（平成 29年 1月 18日現在） 

461名（うち県職員 99名） 

 

 （申請者数の推移） 

 

  



３ 「みえエコ通勤デー」の制度の見直し 

より多くの方に利用していただけるように、利用者アンケートの結果を踏ま

え、平成 28年 11月 2日から「みえエコ通勤デー」の制度を改正しました。 

（１）エコパの利用区間の制限をなくしました 

 今までは自宅から勤務先までの通勤経路でしかエコパを利用できません

でしたが、通勤経路以外でも、エコパの利用で半額になります。 

（２）エコパの発行期間が短くなりました 

 これまでは、申請後にみえエコ通勤デー運営事務局から申請者の勤務先へ

申請者の通勤方法を確認していましたが、事前に申請者が自動車（自動二輪

含む）で通勤していることを直属の所属長等の第三者に確認してもらい、そ

の方の氏名等の必要事項を申請フォームに記入していただくことになりま

した。これにより今まで最大 4週間かかっていた発行期間が約 2週間に短縮

されました。 

（３）エコパのデザインが新しくなりました 

従来記載していた利用区間の表記がなくなりました。 

 

４ これまでの普及の取組 

現在までの活動状況 

・バスのマスク広告 

・バス内ポスターの掲示 

・企業への周知 

（電話による周知、企業訪問） 

・イベントへの出展 

・自治会を通じての地域住民への周知 

・メディアを通じての広報 

（新聞やフリーペーパーなどへ掲載） 

 

５ 今後の方針 

 バス路線の比較的充実している地域を中心に、路線バス事業者とともに周辺

地域の企業への訪問をし、エコパ所有者を増やしていきます。 

  



                           参考 

《「みえエコ通勤デー」アンケート調査の実施》 

「みえエコ通勤デー」開始から約 1年が経ち、今後の事業の参考にするためエコパ所有

者対象にアンケートを実施しました。 

・アンケート実施時 

 平成 28年 9月 1日（木）から平成 28年 9月 16日（金） 

・回答者数 199人/370人（回答率 53.7％） 

１．エコパを申請した理由について 

 1 番多かったのは、「バス運賃半額が魅力的だったため」で 64％の人が回答しまし

た。次点は「勤務先からの案内があったため」「環境に良い取組であるため」で、い

ずれも 47％の人が回答しました。 

２．今までのエコパ利用回数 

 0回と答えたのは 24％で、76%の方が 1回以上利用していました。また、11回以上

利用した人も 9.5%いました。 

３．エコパを利用して感じたこと 

 「使いやすい」「普通」と回答した人は 73％で、「使いにくい」と答えた人は 27％

でした。 

４．「みえエコ通勤デー」の良い点について 

 「運賃が半額となりお得である」と回答した人は 79％でした。 

５．「みえエコ通勤デー」の利用しづらい点について 

 「曜日が限定される」と回答した人が 73％でした。 

次に、「エコパを提示しても乗務員に通じなかった」と回答した人が 29％でした。

このことについては、バス事業者でも課題と感じており、引き続き社内での周知を行

っていくとのことです。 

６．その他改善した方が良い点や要望等について 

 「エコ通勤した日は、帰路が申請以外の経路になることが多く、経路フリーがあり

がたい。」「複数路線利用できるようにしてほしい。行き帰りで手段が変わることがあ

るため。」との意見を元に制度の見直しをしました。 

 また、「申し込みから承認されるまでの期間を短くしてもらいたい。」との意見もあ

り、制度の見直しにより、期間の短縮（約 4週間から約 2週間に短縮）を図りました。 

 他に、「利用可能な日を増やして欲しい。」という意見もあり、バス事業者と相談し

ましたが、定期券を購入してバス通勤をしている人など、一般の利用者との公平性の

観点から難しいとのことでした。 

 「エコパのことをよく知らない乗務員が複数いたので周知徹底してほしい」という

意見も多数あり、バス事業者へ社内周知の徹底をお願いしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4-2 M-EMSの取組について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Ｍ－ＥＭＳ（ミームス）の取組について 

 

１ 制度導入の経緯 

県では、事業者の環境負荷低減の取組として、環境の負荷を管理し継続的に

低減するための仕組みである環境マネジメントの導入を推進しています。 

大規模事業者では ISO14001 の認証が進んでいますが、県内事業者の９割

以上を占める小規模事業者においては、経費や労力の面から ISO14001 の導

入が進みにくい現状にあります。 

こうしたことから、取り組みやすく、費用負担の少ない環境マネジメントシ

ステムの制度を構築・普及し、幅広い県内事業者の環境負荷低減取組を促進す

ることを目的として、Ｍ－ＥＭＳの取組を進めています。 

Ｍ－ＥＭＳ制度は、小規模事業者向けの環境マネジメントシステムとして三

重県が創設し、平成１６年度に官民協働組織であった「みえ環境県民運動協議

会のＭ－ＥＭＳ認証事業部」が運用を開始しました。平成２０年１０月には、

みえ環境県民運動協議会の解消に伴い任意団体である「Ｍ－ＥＭＳ認証機構」

として事業が継承され、平成２１年４月からは「一般社団法人Ｍ－ＥＭＳ認証

機構」が審査登録機関として継続的に運用しています。 

 

２ 規格等 

M－EMSは費用が少なく、やさしく、わかりやすい規格であり、KES（京

都・環境マネジメントシステム・スタンダード）と同一の規格です。 

ＫＥＳは、京都市において「京（みやこ）のアジェンダ２１」を母体とし、

平成 13年 4月に構築された環境マネジメントシステムで、全国に 23の協働

機関があります。 

小規模事業者の環境活動レベルは多様であるため、初級を「ステップ 1」、

中級を「ステップ 2」と、2段階のレベルを設定しています。 

 

３ 認証事業所数 

継続してＭ－ＥＭＳに取り組む事業所数は、平成 27年度末現在で 217事業

所となっています。（H29.2.1現在で、216事業所） 

近年、Ｍ－ＥＭＳ認証継続を辞退する事業所が増加傾向にあり、新規の認証

取得者数の減少傾向とも相まって、継続してＭ－ＥＭＳに取り組む事業所数は

頭打ちとなっています。 

このため、新規の認証取得者数の獲得の取組を進めるとともに、認証を辞退

する事業所数を極力抑える取組（継続認証事業所の表彰、リフレッシュセミナ



ーの開催等）も進めています。 

なお県では、Ｍ－ＥＭＳ認証取得者にして、総合評価方式入札における加算

や、建設工事等の入札参加者資格格付時における加点などの優遇措置を設けて

います。 

  （継続認証事業所数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の方針 

これまでの、認証事業所の増減、業種、退会の状況などのデータを分析した

結果、辞退率が比較的低かった製造業を主な対象として、Ｍ－ＥＭＳ認証取得

によるコスト削減効果を訴え、環境経営が企業の利益につながるということを

強調して普及していきます。 

大企業の多くは、自らがＩＳＯ14001 に取り組むとともに、関連企業等に対

して環境経営を求める「グリーン調達」に取り組んでいます。こうした大企業

を訪問し、関連企業等へのＭ－ＥＭＳ普及の協力を要請していきます。 

 また、製造業関係等の業界団体に働きかけ、Ｍ－ＥＭＳ認証取得によるコス

ト削減等のメリットを、実例を交えて紹介していきます。さらに、優良事例の

発表会の開催なども検討していきます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4-3 低炭素なまちづくりについて  

 

 

 





低炭素なまちづくりについて 

 

１ 地域と共に創る電気自動車等を活用した低炭素社会モデル事業について 

三重県では、県民、事業者、行政等が主体となり電気自動車（EV）等を効果

的に活用する方法を考え実践していくことが、低炭素社会を築いていくうえで

必要と考え、平成 24 年度から「地域と共に創る電気自動車等を活用した低炭

素社会モデル事業」を伊勢市において進めてきました。モデル事業を進めるに

あたり、「電気自動車等を活用した伊勢市低炭素社会創造協議会」を設立し、

平成 25 年 3 月に協議会の行動計画「おかげさまＡｃｔｉｏｎ! ～ 住むひと

も、来たひとも ～」を作成し、この行動計画に基づいて取組を進めました。 

 

２ モデル事業での取組 

モデル事業では、伊勢市や関連する企業・団体により、下記の取組を実施し

ました。 

‧ ピカチュウ電気バスの導入 

‧ 小型 EVで周るモニターツアー実施 

‧ EVや電気バスで周るエコスタンプラリーの実施 

‧ みえ環境フェアや伊勢市環境フェア、伊勢楽市等での EV等の展示 

‧ 充電器マップの作成・配布 

‧ 社用車等への EV導入（伊勢市役所に２台の他、３社に５台） 

 

３ 現状と課題 

伊勢市で実施したモデル事業で得られた成果の展開を図るとともに、事業所

や家庭の省エネを進めていくため、低炭素社会づくりに取り組みたいとする市

町等とともに、「低炭素なまちづくりネットワーク会議」を開催し、EV等の活

用に係る情報共有や、市町の事業と国庫補助とのマッチングを進めています。 

この結果、松阪市、鳥羽市、志摩市、東員町や多気町で、EV に関する取組

が実施されました。 

 

‧ 松阪市 

超小型モビリティーの公用車使用と、市民向け試乗会の開催 

‧ 鳥羽市 

超小型モビリティーの公用車使用と、市民向け展示イベントの開催 

‧ 志摩市 

伊勢志摩国立公園 70周年イベントにおける、次世代自動車の展示 

‧ 東員町 



総合防災訓練における電気自動車の電源活用デモ 

‧ 多気町 

地域エネルギーと超小型モビリティーを用いた獣害パトロールなど 

 

今後このような取組が定着し、継続していくことが必要です。なお、市町と

連携した、事業者や家庭における低炭素なまちづくりの取組は進んでいません。 

 

３ 今後の方針 

電気自動車等を活用した取組のほか、事業者や県民向けの省エネセミナーな

どを実施し、低炭素なまちづくりを進めます。 

 

‧ 電気自動車等を活用した取組 

電気自動車等を活用した取組を継続していくために、市町や関連する団

体の参加を呼びかけ、活動の主体となる仕組みづくりを行います。 

 

‧ 家庭向けセミナー 

市町・県・各種団体と連携して家庭向けの省エネルギーセミナーを開催

します。講座やセミナーに関しては、一般の方が参加しやすいよう環境分

野に特化せず、子育て世代が参加する催し物等と連携します。セミナー内

容としては、実際に家庭で実施されている省エネといった具体的な取組事

例を交えながら、現在の地球温暖化の現状と今後の予測をとりまぜた講義

も行います。 

 

‧ 事業者向けセミナー 

（一財）省エネルギーセンターの無料講師派遣サービス等を活用し、省

エネに関するさまざまな情報を提供する他、民間企業等で、省エネに関し

先進的・効果的な取組を実践している事業所の方による事例発表を行いま

す。 

また、地球温暖化に関する最新の情報の提供や、国（経済産業省、環境

省）で実施している、省エネに関する補助メニューの紹介等も行います。 
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※２





※３
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資料 4-5  

 気候変動影響適応策の推進に向けた三重県の取組  
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32 年度）」の改定時に適応策の取組を追加して、その計画を三重県における適応計画と位置づけるこ

とにしています。 

適応策を進めるには、気候変動の影響に関わりのある施策に、気候変影響に適応していく視点を組

み込んでいくことが重要です。このことから、本県における適応計画の策定作業を円滑に進めるため

に、気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組について整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「気候変動の影響への適応計画」の概要 

 ■めざすべき社会の姿 

気候変動の影響への適応策の推進により、当該影響による国民の生命、財産および生活、経

済、自然環境などへの被害を最小化あるいは回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持続可

能な社会の構築 

■基本戦略 

（１）政府施策への適応の組み込み 

（２）科学的知見の充実 

（３）気候リスク情報などの共有と提供を通じ理解と協力の促進 

（４）地域での適応の推進 

（５）国際協力・貢献の推進 

■施策分野 

 ○農業、森林・林業、水産業  ○水環境・水資源 ○自然生態系 

 ○自然災害・沿岸域      ○健康      ○産業・経済活動 

 ○国民生活・都市生活 

■対象期間 

 ２１世紀末までの長期的な展望を意識しつつ、今後おおむね１０年間における基本的方向を

示す。 

■基本的な進め方 

 気候変動およびその影響の評価について５年程度を目処に実施する。当該影響評価の結果や

各分野における適応策の進捗状況を踏まえて、必要に応じて計画の見直しを行う。 

図1 「気候変動の影響への適応計画」の概要 
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（２）三重県の気候の将来予測 

「環境省環境研究総合推進費 S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」によると、

2081～2100 年の三重県の年平均気温は、厳しい温室効果ガスの排出削減努力を行わない場合

（RCP8.5）、1981～2000 年と比べて 3.5～6.4℃上昇し、厳しく温室効果ガスの排出削減努力を

行った場合（RCP2.6）でも、1.0～2.8℃上昇すると予測されています（図５）。 

また、2081～2100 年の三重県の年降水量は、厳しい温室効果ガスの排出削減努力を行わない

場合（RCP8.5）、1981～2000 年と比べて 7～15％増加し、厳しく温室効果ガスの排出削減努力を

行った場合（RCP2.6）でも、6～14％増加すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４ 三重県内の１時間降水量50 mm以上の年間観測回数（20地点あたり） 

資料提供：津地方気象台 

 

図5 三重県の年平均気温の上昇イメージ 

津地方気象台と S-8温暖化影響・適応研究プロジェクトチームからの提供資料をもとに作成 
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進めています。 

 (4)野菜 

①気候変動の影響 

国内では、キャベツ、ダイコン、スイカなどの収穫期が早まる傾向にあるほか、生育障害の発

生頻度が増加しています。施設野菜ではトマトの着果不良、イチゴの花芽分化の遅延などの影響

が起きています。花きでは開花期の前進・遅延、生育不良などが起きています。将来に生じる国

内への影響については、栽培時期の調整や適正な品種選択を行うことで、栽培そのものが不可能

になることは低いものの、計画的な出荷は困難になる可能性があるとされています。 

三重県では、収穫期の異常な前進（キャベツ・ブロッコリー・ハクサイ・イチゴなど）やイチ

ゴで果実品質の低下が報告されています。また、シクラメンでは開花の遅れや葉数減少の品質低

下が起きています。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 農林水産部 】 

  イチゴの最重要病害である炭疽病は高温多湿の条件で多発しますが、県内では高温でも花芽分化

が影響を受けにくい早生性で、炭疽病に対する抵抗性が高い「かおり野」を開発し、その普及が進

んでいます。 

 (5)畜産 

①気候変動の影響 

国内では、乳用牛の乳量・乳成分の低下、肉用牛、豚および肉用鶏の増体率の低下などが起き

ています。将来に生じる国内への影響については、肥育豚や肉用鶏の成長への影響が大きくなる

などといった予測があります。 

三重県では 乳用牛では暑熱による乳量低下、肉用牛および肉用鶏では暑熱による増体率の低

下が報告されています。また、豚では暑熱による繁殖成績の低下が確認されています。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 農林水産部 】 

  暑熱による影響で生じている、乳用牛の乳量低下、肉用牛および肉用鶏の増体率の低下、豚の繁

殖成績の低下への対策として、ミスト（対象：乳用牛）、扇風機（対象：乳用牛、肉用牛および豚）、

クーリングパド（対象：肉用鶏および豚）、ドロップクーリング（対象：豚）などを実施していま

す。 

 

(6)病害虫 

①気候変動の影響 

国内ではミナミアオカメムシの分布域が拡大しています。将来に生じる国内への影響について

は、野菜・果樹・茶の害虫被害やイネ紋枯病などにより、農作物への被害が現在より拡大すると

予測されています。水田では、病害の増加、害虫・天敵相の変化が予測されています。   

三重県でもミナミアオカメムシの分布域が拡大しており、大豆における被害が増加しています。 
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②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 農林水産部 】 

斑点米カメムシ類の増加への対策として、薬剤防除や畦畔管理、発生状況調査に基づく情報発

信を行っています。 

 

(7)農業生産基盤（農地、農業用水、土地改良施設） 

①気候変動の影響 

農業生産基盤に影響を与える降水量は、年降水量が多い年と年降水量が少ない年を繰り返して

いる一方で、集中豪雨が増加しています。また、高温による水稲の品質低下などへの対応として

田植え時期や用水管理の変更などに影響が起きています。将来に生じる国内への影響については、

集中豪雨の増加による湛水被害、渇水による農業用水の取水への影響などの増大が予測されてい

ます。 

三重県でも農地・農業用施設で台風・豪雨などによる被害を受けています。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 農林水産部 】 

渇水対策として農業用水路のパイプライン化などを行い、用水使用量の節減や水資源の有効利

用に努めています。 

集中豪雨などによる洪水対策として、農業用ため池の改修、ハザードマップの作成を推進し、

ため池決壊による被害の未然防止や軽減を図っています。 

洪水時における湛水対策として、排水機場の排水能力を改善する更新整備を推進し、湛水被害

の未然防止を行っています。また、集中豪雨の増加などに備えて、施設管理者による業務継続計

画の策定を推進しており、災害発生に備えた準備に取り組んでいます。 

 

(8)林業 

①気候変動の影響 

大気の乾燥化によるスギ林の衰退や病害虫の被害地域の拡大が、国内の一部の地域で起きてい

るとされています。将来に生じる国内への影響については、スギ人工林の生育不適地域の増加や、

病害虫による被害の拡大を懸念する予測があります。 

三重県の森林病害虫の被害状況の例として、マツ枯の被害は減少してきています。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 農林水産部 】 

  病害虫や野生鳥獣による森林被害の調査を実施しています。また、松くい虫被害防除のための殺

虫剤予防散布時期をより的確に把握するため、マツノマダラカミキリ発生予察事業を実施していま

す。 
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(9)鳥獣害 

①気候変動の影響 

気候変動との直接の因果関係などは明らかではありませんが、シカなどの野生鳥獣の分布拡大

によって、農作物、造林木への被害などの影響が国内で生じています。将来に生じる国内への影

響については、気候変動影響との因果関係は不明ですが、野生鳥獣による農作物、造林木への被

害は現在より拡大すると予測されています。 

三重県においては、シカの生息が伊勢湾平野部を除きほぼ全域で確認されており、国内と同様

にシカによる農業・林業への被害が発生しています。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 農林水産部 】 

野生獣との共存と被害低減のため、鳥獣保護管理法に基づき鳥獣保護管理事業計画を定めてい

ます。特に、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルについては、第二種特定鳥獣管理計画に基づく

適切な生息数管理を、生息数のモニタリングと合わせて実施しています。 

また、農林水産業への野生鳥獣被害の防止を図るため、侵入防止柵の整備や適切な捕獲の実施

など、獣害につよい地域づくりを進めています。 

 

(10)水産業 

①気候変動の影響 

日本海を中心にブリ、サワラ、スルメイカで高水温が要因とされる分布・回遊域の変化が起き、

漁獲量が減少した地域もあります。また、カジメ科藻類の北上化や、アイゴなどの植食性魚類の

摂食行動の活発化や分布域の拡大により藻場が減少し、藻場を生息場とするイセエビやアワビな

どの漁獲量の減少が起きています。養殖ではホタテガイの大量へい死やカキのへい死率の上昇、

養殖ノリの種付け時期の遅れ、赤潮の長期化や有毒プランクトンによる貝類の毒化、ナルトエビ

エイなどの南方系魚類の分布拡大によるアサリ増殖への食害影響などが起きています。 

将来に生じる国内への影響については、サケ、ブリ、サンマ、スルメイカ、マイワシなどで分

布域の北上や漁獲量の減少などが予測されています。養殖業ではブリのへい死率の増加、マダイ

の成長鈍化や感染症発生リスクの増大、ブリ、トラフグ、ヒラメなどの養殖適地の北上化、海洋

酸性化による貝類への影響などが予測されています。内水面では冷水性魚類の生息域が減少する

と予測されています。 

三重県では伊勢湾の表層水温の上昇により、黒ノリ養殖の期間が短縮しています。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 農林水産部 】 

黒ノリ養殖の高水温対策として、「みえのあかり」という高水温耐性品種を開発し、漁業者への

普及に努めています。 

高水温が進むとへい死などが増加すると見込まれている真珠貝（アコヤ貝）では、高水温期で

も良好な状態を維持することができる生残率の高い「スーパーアコヤ貝」を開発し、その普及に

努めています。  
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対応しています。 

 (2)水資源 

①気候変動の影響 

集中豪雨や大雨が増加する一方で、年間の降水日数が減少していることから、取水が制限され

るような渇水被害が国内で生じています。将来に生じる国内への影響については、浸水被害が現

在より深刻化すると予測されています。また、渇水時に地下水を過剰摂取すると、地盤沈下や地

下水の塩水化を生じると予測されています。 

三重県では、たびたび渇水が発生していますが、平成６年夏に発生したような異常渇水は、そ

の後発生していません。地盤沈下については、平成６年を除いて沈静化の傾向にあります。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 地域連携部 ・環境生活部 】 

 

■水資源の確保と有効利用（ 地域連携部 ） 

水の安定供給に向けて、ダム建設や水源地域における森林整備などを推進し、必要な水資源

の確保に取り組んでいます。また、水の有効利用や節水への取組を促進するため、水の貴重さ

や重要性について関心を高め、理解を深めるための啓発活動を実施しています。 

異常渇水により給水に支障を来たし、県民の生活や産業活動に重大な被害が生じるおそれが

ある場合などについては、三重県渇水対策本部を設置し対処することとしています。 

 

■水道災害応援協定（ 環境生活部 ） 

渇水時などにおいて、給水に支障を来す場合に備えて「三重県水道災害応援協定」を締結し、

応急給水などの応援活動を行う体制を整備しています。また、有事に応急給水活動が迅速かつ

円滑に行えるよう、毎年度市町の応急給水体制（給水拠点、確保可能水量、保有資機材など）

の調査を行い、情報共有を図っています。 

 

■地盤沈下の防止（ 環境生活部 ） 

濃尾平野は、東海地震や東南海・南海地震の大規模地震に伴って発生する津波や気候変動に

伴う海面上昇に対して、高潮・洪水・内水氾濫などの危険性が高いことから、工業用水法や三

重県生活環境の保全に関する条例、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱に基づき、地下水位・地

盤沈下状況の観測・監視、地盤沈下対策を継続して行っています。また、地盤沈下、地下水流

動形に関する調査研究を実施しています。 
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に行っています。また天然記念物と同様に、橋梁、峡谷、海浜、山岳などの名勝地で芸術上また

は鑑賞上価値の高いものを名勝に指定し、保護しています。  
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  健康 

 

(1)熱中症 

①気候変動の影響 

熱中症の搬送者数が全国各地で増加しています。将来生じる国内への影響については、熱中症

搬送者数が現在より増加すると予測されています。 

三重県では平成 22年から平成 26年の過去５年間の熱中症搬送者数は平成 25年がもっとも多い

状況になっています。将来生じる三重県への影響については、厳しい温室効果ガスの排出削減努

力を行わない場合（RCP8.5）、1981～2000年と比べて 2081～2100年には 1.5～7.9倍、熱中症搬送

者数が増加するという予測があります。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 健康福祉部 】 

市町および保健所熱中症担当者、県庁関係課、三重県医師会など関係機関に環境省が主催する

熱中症対策シンポジウムの周知を行うとともに、各市町へ環境省の熱中症関連普及啓発資料（リ

ーフレットなど）を送付することにより、熱中症対策の推進に努めています。また、三重県のト

ップページを含むインターネット上での注意喚起を初め、テレビやラジオの放送を活用した県民

への注意喚起を行うことにより、熱中症の予防方法や対処法の普及啓発に努めています。 

 

(2)感染症 

①気候変動の影響 

デング熱などの感染症を媒介するヒトスジシマカの生育域が東北地方北部まで拡大しているこ

とが確認されています。将来に生じる国内への影響については、感染症を媒介する節足動物の分

布可能域を変化させ、節足動物媒介感染症のリスクを増加させる可能性がありますが、分布可能

域の拡大が、直ちに疾患の発生数の増加につながるわけではないとされています。 

三重県におけるデング熱の報告患者数は、全て海外感染の事例になっています。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 健康福祉部 】 

三重県感染症情報センターを設置し、県内の感染症発生情報などを収集・分析して、県民や医

療関係者などへ迅速に提供しています。 

三重県蚊媒介感染症に関する対策方針を策定し、発生動向の把握、蚊の基礎調査、医療機関へ

の情報提供、県民への啓発など関係機関と連携しながら取り組んでいます。また、「感染症流行予

測調査事業」により日本脳炎ウィルスに対する抗体価を調査しています。 

 

(3)その他 

①気候変動の影響 

温暖化と大気汚染の複合影響として、気温上昇によってオキシダント濃度が上昇し、健康被害
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が増加すると想定されています。 

 

②気候変動の影響を防止・軽減する効果がある三重県の取組 【 環境生活部 】 

大気汚染防止法第 22 条に基づきオキシダント濃度を常時測定し、測定結果をホームページなど

で情報提供をしています。 

また、同法第 23 条の規定のうち光化学スモッグ（オキシダント）にかかる緊急時の措置など並

びに事前の措置については、「三重県大気汚染緊急時対策実施要綱（光化学スモッグの部）」を定

め、オキシダント濃度が高くなった際には、関係する地域住民や学校などへ注意を呼びかけると

ともに、燃料使用量の削減などの措置を協力工場に求めています。 

 

 

 

 

 


